
一 般 質 問市政について問う！

県
が
示
す
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
お
い

て
は
、
第
一
中
学
校
は
液
状
化
の
危
険
度

が
高
い
エ
リ
ア
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
令

和
三
年
度
に
廃
止
し
た
第
一
・
第
二
中
学

校
区
の
統
合
方
針
で
は
、
災
害
リ
ス
ク
や

不
安
の
軽
減
等
を
理
由
に
、
第
一
中
学
校

の
校
舎
を
利
用
す
る
方
針
と
し
て
い
た
が
、

第
一
中
学
校
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
液
状

化
リ
ス
ク
に
対
す
る
本
市
の
認
識
は
。

教
育
長
／
液
状
化
に
よ
る
災
害
で
最

も
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
建
物
の
沈
下
・

傾
斜
で
あ
り
、
第
一
中
学
校
の
校
舎
及
び

屋
内
運
動
場
は
、
建
設
当
時
の
地
質
調
査

に
よ
り
、
液
状
化
の
危
険
度
の
低
い
場
所

問答

視
覚
障
が
い
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く

り
に
向
け
た
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
仕
様
標
準

化
に
対
す
る
認
識
は
。

福
祉
事
務
所
長
／
市
道
等
の
点
字
ブ

ロ
ッ
ク
の
形
状
や
寸
法
等
に
つ
い
て
は
、

日
本
工
業
規
格
を
用
い
て
い
る
ほ
か
、
設

置
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
の
道
路
の

移
動
円
滑
化
整
備
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ

き
行
っ
て
お
り
、
標
準
的
な
仕
様
と
な
っ

て
い
る
。
今
後
も
、
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
設

置
や
コ
ー
ド
化
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
有
用
性

の
調
査
研
究
な
ど
、
障
が
い
者
に
優
し
い

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
向
け
、
関
係
機
関

と
の
情
報
共
有
や
連
携
を
図
っ
て
い
く
。

問答
※3

福
祉
避
難
所
の
現
状
と
災
害
時
に
お

け
る
本
市
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
は
。

福
祉
事
務
所
長
／
本
市
で
は
、
二
十

七
か
所
の
福
祉
施
設
と
協
定
を
締
結
し
、

大
規
模
な
災
害
に
よ
り
要
配
慮
者
が
避
難

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
に
、
市
の
要
請

に
よ
り
福
祉
避
難
所
を
開
設
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
福
祉
避
難
所
と
な
る
各
福
祉

施
設
で
は
、
利
用
者
の
必
要
品
は
備
蓄
し

て
い
る
が
、
災
害
時
に
受
け
入
れ
る
要
配

慮
者
に
係
る
備
蓄
は
な
い
た
め
、
市
で
は

要
配
慮
者
の
特
性
に
応
じ
た
物
資
の
調
達

等
、
施
設
の
状
況
に
応
じ
た
対
応
を
行
っ

て
い
く
。

※4
問答

※5

市
業
務
に
お
け
る
、
電
子
申
請
拡
大

に
向
け
た
全
庁
的
な
取
組
は
。

政
策
推
進
部
長
／
本
市
で
は
こ
れ
ま

で
に
申
請
業
務
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
推
進

を
沼
津
市
情
報
化
推
進
官
民
デ
ー
タ
活
用

推
進
計
画
に
位
置
づ
け
、
法
令
等
に
よ
り
、

対
面
で
の
審
査
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も

の
な
ど
を
除
き
、
手
続
の
電
子
化
に
向
け

取
り
組
ん
で
き
た
。
ま
た
、
令
和
六
年
度

か
ら
は
、
市
役
所
の
全
庁
的
な
Ｄ
Ｘ
の
推

進
を
図
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
に
デ
ジ

タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
担
当
を
設
置
す
る
。

本
担
当
が
中
心
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
取

組
実
績
を
生
か
し
つ
つ
、
業
務
の
見
直
し

問答

を
確
認
し
た
上
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
仮
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
学
校

敷
地
周
辺
で
液
状
化
が
発
生
し
た
場
合
に

犬
・
猫
等
の
ペ
ッ
ト
の
長
寿
命
化
に

対
す
る
本
市
の
認
識
は
。

生
活
環
境
部
長
／
ペ
ッ
ト
の
長
寿
命

化
に
伴
い
、
ペ
ッ
ト
の
認
知
症
な
ど
の
疾

病
に
よ
る
問
題
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
が

懸
念
さ
れ
る
中
で
、
終
生
飼
養
の
責
務
を

飼
い
主
に
対
し
周
知
・
徹
底
す
る
こ
と
が

重
要
に
な
る
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
も
、

動
物
保
護
協
会
と
連
携
し
た
市
内
小
学
校

の
動
物
愛
護
教
室
や
、
飼
い
主
等
を
対
象

と
し
た
動
物
愛
護
講
演
会
等
を
通
じ
、
動

物
を
飼
う
こ
と
の
責
任
の
重
さ
や
終
生
飼

養
の
責
務
の
周
知
・
啓
発
に
取
り
組
ん
で

い
く
。

問答

災
害
時
に
お
け
る
避
難
所
外
避
難
者

の
把
握
と
支
援
方
法
は
。

危
機
管
理
監
／
避
難
所
外
避
難
者
を

把
握
す
る
た
め
に
は
、
要
支
援
者
名
簿
と

の
照
合
や
食
料
等
の
受
け
取
り
時
の
情
報

確
認
の
ほ
か
、
安
否
情
報
を
基
に
不
明
者

の
所
在
確
認
を
行
う
な
ど
、
地
域
住
民
と

の
連
携
に
よ
る
情
報
収
集
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
物
資
等
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
発

災
直
後
の
限
ら
れ
た
職
員
体
制
で
は
限
界

が
あ
る
た
め
、
避
難
所
外
避
難
者
の
状
況

を
見
極
め
な
が
ら
、
地
域
住
民
や
関
係
機

関
と
連
携
し
適
切
な
支
援
が
行
き
届
く
よ

う
手
順
や
方
法
を
検
討
し
て
い
く
。

問答

等
に
不
安
を
覚
え
る
部
署
の
課
題
解
決
に

共
に
取
り
組
む
な
ど
、
伴
走
型
支
援
を
実

施
し
、
さ
ら
な
る
電
子
申
請
の
拡
大
を
推

進
し
て
い
く
。

災
害
派
遣
に
お
い
て
派
遣
さ
れ
る
可

能
性
の
あ
る
自
衛
隊
の
装
備
に
つ
い
て
把

握
や
研
究
を
行
う
考
え
は
。

危
機
管
理
監
／
災
害
の
規
模
や
状
況

に
応
じ
て
、
自
衛
隊
の
対
応
が
異
な
る
た

め
、
部
隊
個
々
の
装
備
状
況
の
把
握
は
困

難
で
あ
る
が
、
被
災
地
に
お
け
る
様
々
な

活
動
の
実
績
に
お
い
て
有
効
活
用
さ
れ
た

装
備
品
に
つ
い
て
は
、
情
報
収
集
に
努
め

て
い
く
。

問答

第一中学校の液状化リスクに対する
本市の認識は

点字ブロックの　　　　　
仕様標準化に対する認識は

災害時における福祉避難所の体制は

電子申請の拡大に向けた
今後の取組は

山
下
　
富
美
子

渡
部
　
一
二
実

髙
橋
　
秀
子

小
澤
　
　
隆

▲災害時の避難所にも指定されている第一中学校

お
い
て
も
、
子

ど
も
た
ち
の
命

を
守
る
こ
と
が

で
き
る
施
設
と

し
て
建
設
し
た

も
の
で
あ
り
、

第
一
中
学
校
に

お
け
る
災
害
リ

ス
ク
は
低
い
も

の
と
認
識
し
て

い
る
。
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